
「みんなで創ろうまちづくり」
問い合わせ…事務局（TEL 070-1990-4172）直方市自治区公民館連合会

自分たちの「まち」は自分たちで創る !!自分たちの「まち」は自分たちで創る !!自分たちの「まち」は自分たちで創る !!
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　上頓野校区自主防災会では、災害時に、避難等が難しい要援護者を、誰がどのように避難させるかを個別に定め、
支援する体制を、平成２３年３月１日から運用を開始しています。
　自治区長を支援班長に指定し、前任自治区長および主事または組長を副班長に置いて、更には近隣者を班員とし、地域
協働団体としての地域民生委員や消防団員を加え、要援護者１人につき５～７人の支援員でチームを編成しています。
　毎年４月には、支援者が要援護者を戸別訪問をして、連絡簿などが記された「個別計画書」を手渡しています。孤立し
がちな要援護者を、災害時だけではなく平常時から見守り、「みんなで支えあう上頓野」をスローガンに、地域コミュニ
ティの核となる自治会の活性化につながっていけばと考えています。

　上頓野校区自治公民館では、今年成人式を迎えられた方と、昨年中に
新しく自治会に加入された方々に、記念品として「シクラメンの花鉢」を贈
呈しています。
　シクラメンは、家族が集まって過ごす真冬のリビングに置かれる花鉢
というところから、人との縁や絆が深まるイメージを持った花だと言われ
ています。冬の間も咲き続けるこの花は私たちの心を和やかにしてくれ
ます。
　新成人の方は、上頓野に生まれ上頓野で育ってよかったなと周囲への

感謝の気持ちを忘れず、また新しく自治会にご加入された方も、一日も早く上頓野の地に慣れていただき、上頓
野に住んでよかったなと思われる日が来ることを心から願っています。

直方市自治区公民館連合会 地域活動の紹介シリーズ 第２弾②直方市自治区公民館連合会 地域活動の紹介シリーズ 第２弾②
「地域の活動って？」「どうしたら参加できるの？」「私の地域はどんなまち？」
 あまり知られていない各校区の活動を、市民の皆さんにご紹介します。

文化広報委員会

大豆の収穫作業

管内危険個所の点検

体育委員会

芋掘りと焼き芋パーテイ

要援護者宅訪問と個別計画書渡し

青少年育成委員会 交通防犯委員会

消防団のお仕事

台風等通過後の巡回

環境美化委員会

昔遊び [昔の上頓野]のお話

土のう積み

みんなで支えあう上頓野 ～上頓野校区自治公民館の取り組み～

新成人・自治会新規加入者へ　シクラメンの花鉢を贈呈

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

組織・任務

小学校生活科・社会科学習支援

上頓野校区自主防災会



参加料などについては、特に記載がないものは無料です。暮らしの情報
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ï「ゆかりネット」で検索　　　	　　　　　　NPO、ボランティア団体を紹介しています

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓練を行います。この訓練は、
全国瞬時警報システム（J アラート）を用いた訓練で、直方市以外の地域でも様々な手段
を用いて試験放送されます。
●市内に設置してある防災行政無線（防災ラジオ含む）から一斉に、次のように放送されます。

▶ ▶

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の
全国一斉情報伝達訓練全国一斉情報伝達訓練

♪～
（上りチャイム音）

「これは、Jアラートのテストです」
（3回放送）

♪～
（下りチャイム音）

【問い合わせ】防災・地域安全課防災・地域安全係（TEL 25-2223）

第
1
回

生活習慣病予防のために健康診査を
[ 問い合わせ ] 福岡県後期高齢者医療広域連合

（TEL 092-651-3111）

対
象
…
被
保
険
者
（
生
活
習
慣
病
の
治

療
を
受
け
て
い
る
人
も
含
む
）

受
診
票
の
送
付
時
期
…
▽
４
月
末
現
在

で
被
保
険
者
の
人
＝
４
月
下
旬　

▽
５
月
以
降
に
75
歳
に
な
る
人
＝

75
歳
に
な
る
誕
生
月
の
10
日
頃

※
75
歳
に
な
る
誕
生
日
の
前
日
ま
で
受

診
は
で
き
ま
せ
ん
。

自
己
負
担
金
…
一
律
５
０
０
円

受
診
方
法
…
医
療
機
関
に
受
診
の
可
否

を
確
認
し
た
う
え
で
予
約
し
、
受
診

時
は
必
ず
被
保
険
者
証
、
受
診
票
、

自
己
負
担
金
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。（
ど
こ
に

予
約
し
て
い
い

か
わ
か
ら
な
い

と
き
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
）

市税は納期限までに必ず納めましょう ～納付は便利な口座振替を～
　
今
年
度
の
納
税
通
知
書
を
順
次
発
送
し
ま
す
。
発
送
日
は
変
更
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
通
知
書
の
到
着
ま
で
に
一
週
間
ほ

ど
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

発
送
日
…
６
月
９
日
（
水
）

納
期
限
…
▽
第
１
期
＝
６
月
30
日（
水
）　
▽
第
２
期
＝
８
月
31
日（
火
）

　
▽
第
３
期
＝
11
月
１
日
（
月
）　
▽
第
４
期
＝
12
月
27
日
（
月
）

発
送
日
…
７
月
９
日
（
金
）

納
期
限
…
▽
第
１
期
＝
８
月
２
日（
月
）　
▽
第
２
期
＝
８
月
31
日（
火
）

　
▽
第
３
期
＝
９
月
30
日
（
木
）　
▽
第
４
期
＝
11
月
１
日
（
月
）

　
▽
第
５
期
＝
11
月
30
日
（
火
）　
▽
第
６
期
＝
12
月
27
日
（
月
）

　
▽
第
７
期
＝
来
年
１
月
31
日（
月
）　
▽
第
８
期
＝
来
年
２
月
28
日（
月
）

　
▽
第
９
期
＝
来
年
３
月
31
日
（
木
）　

発
送
日
…
５
月
６
日
（
木
）

納
期
限
…
５
月
31
日
（
月
）

問
い
合
わ
せ
…
税
務
課
市
民
税
保
険
税
係

　
（
TEL 

25

－

２
１
４
１
）

発
送
日
…
４
月
28
日
（
水
）

納
期
限
…
▽
第
１
期
＝
５
月
31
日（
月
）　
▽
第
２
期
＝
８
月
２
日（
月
）

　
▽
第
３
期
＝
９
月
30
日
（
木
）　
▽
第
４
期
＝
11
月
30
日
（
火
）

問
い
合
わ
せ
…
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　
（
TEL 

25

－

２
１
４
３
）

　
納
付
の
手
間
が
か
か
ら
ず
、
う
っ
か
り
忘
れ
る
心
配
も
な
い
便
利

な
口
座
振
替
を
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
税
務
課
納
税
係

　
（
TEL 

25

－

２
１
４
５
）

市
県
民
税

国
民
健
康
保
険
税

軽
自
動
車
税

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

納
付
に
は
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

経済センサス
活動調査を実施します

対
象
…
６
月
１
日
現
在
、
全
国
に
あ
る

す
べ
て
の
事
業
所
・
企
業
（
個
人
経

営
の
事
業
所
含
む
）

調
査
方
法
…
５
月
中
旬
よ
り
調
査
員
が

調
査
書
類
を
各
事
業
所
に
配
布
し
ま

す
。

回
答
方
法
…
▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答

（
回
答
期
間
：
〜
６
月
８
日
（
火
））

▽
調
査
員
に
よ
る
回
収
（
回
答
期
間
：

〜
６
月
上
旬
ま
で
）

問
い
合
わ
せ
…
福
岡
県
庁
調
査
統
計
課

調
査
第
三
班

　
（
TEL 

０
９
２－

６
４
３

－

３
１
８
８
）

5月19日(水)  午前11時頃


